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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年４月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１１月１１日 ０９時００分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市横須賀港第４区 

 横須賀港東防波堤北灯台から真方位０６８°１,３８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２０.０′ 東経１３９°４０.６′） 

事故の概要  交通船兼作業船ＡＶＡＬＡＮＣＨＥ
ア バ ラ ン チ ェ

８は、南進中、また、プレ  

ジャーボートＭＳ
エムエス

６は、錨泊中、両船が衝突した。 

 ＡＶＡＬＡＮＣＨＥ８は、船首下部外板に擦過傷等を生じ、また、

ＭＳ６は、右舷船首部外板に破口、左舷側外板に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 交通船兼作業船 ＡＶＡＬＡＮＣＨＥ８、１０トン 

   ２７２－２４６３１神奈川、株式会社ヤハタマリン 

   １４.５０ｍ（Lr）×３.５０ｍ×１.３４ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、５２０.００kＷ、平成７年７月 

Ｂ プレジャーボート ＭＳ６、５トン未満 

   ２３５－３１５１１神奈川、株式会社マリンスタイル 

   ４.６５ｍ（Lr）×１.６８ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２９.４kＷ、平成６年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４３歳 

   免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ ５１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成７年１月２６日 

免許証交付日 平成３０年３月２３日 

（令和５年３月２２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首下部外板に擦過傷等 

Ｂ 右舷船首部外板に破口、左舷側外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約０.３ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 
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 事故の経過  Ａ船は、横須賀港第４区を南進中、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、レンタルボートで、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的

で、横須賀港第４区の沖ノ根付近の釣り場に向け、令和４年１１月 

１１日０７時５０分ごろ神奈川県横浜市金沢漁港所在のレンタルボー

ト店を出発した。 

 船長Ｂは、０８時２０分ごろ釣り場に到着し、ダンフォース型の錨

を投じて船外機を停止し、船首を北方に向けて錨泊を始め、船尾甲板

で腰を掛け、接近する船舶があれば航行する船舶が錨泊しているＢ船

を避けると思い、右舷方を向いて釣りをしながら錨泊を続け、ふと船

首方を見たところ、船首方至近に南進しながら接近するＡ船に気付い

た。 

 船長Ｂは、立ち上がり、声を上げ、Ａ船に向かって手を振ったもの

の、Ａ船の操舵室に人影が見当たらず、Ａ船にＢ船を避ける気配がな

いので危険を感じ、海に飛び込んだのち、０９時００分ごろ、Ｂ船の

右舷船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、錨のロープがＡ船に引っ掛かり、しばらく引っ張られたの

ち、同ロープが切断したものか、転覆した状態で停船した。 

 Ａ船は、Ｂ船との衝突に気付いた様子もなく、そのまま南進を続け

た。 

 船長Ｂは、付近にいた遊漁船（以下「Ｃ船」という。）に救助さ

れ、金沢漁港にあるＣ船の定係地まで移送された。 

海上保安庁は、０９時０５分ごろＣ船の船長から通報を受け、巡視

艇等を出動させ、転覆した状態で漂流しているＢ船を発見して保全す

るとともに、Ａ船の捜索を行った。 

Ａ船は、後日、船首下部外板の擦過傷等の痕跡により、海上保安庁

からＢ船と衝突した船舶と特定された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ｂ船は、和船型の船外機船で、遠隔で操縦できる舵輪及び船外機の

出力レバーが設けられた操縦スタンドが船体中央やや後方にあり、Ｂ

船に付属のＧＰＳプロッター及び船長Ｂが所有するＧＰＳプロッター

を操縦スタンド前方に設置しており、それぞれ作動させていた。 

 船長Ｂは、小型船舶操縦免許証を取得したのち、自身の所有してい

た小型船舶に、近年はレンタルした小型船舶に、釣りの目的で、年に

１０回程度乗船していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

 Ａ船は、横須賀港第４区を南進中、Ｂ船と衝突したものと考えられ

るが、船長Ａ及びＡ船の船舶所有者から情報が得られなかったことか
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ら、衝突に至った状況を明らかにすることができなかった。 

 船長Ａは、船長Ｂが接近するＡ船に気付いた際、Ａ船の操舵室に人

影が見当たらなかったこと、及び本事故発生後に南進を続けていたこ

とから、操舵室にいなかったか、操舵室で低い姿勢で何かをしてお

り、見張りを行っていなかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、横須賀港第４区で錨泊中、船長Ｂが、接近する船舶があれ

ば航行する船舶が錨泊しているＢ船を避けると思い、右舷方を向いて

釣りをしながら錨泊を続けたことから、至近となるまでＡ船に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、横須賀港第４区において、Ａ船が南進中、Ｂ船が錨泊

中、Ａ船が南進を続け、また、船長Ｂが、接近する船舶があれば航行

する船舶が錨泊しているＢ船を避けると思い、錨泊を続けたため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の操縦者は、常に全周の見張りを適切に行うこと。 

・小型船舶の操縦者は、錨泊中であっても、航行する船舶が自船を

避けてくれると思わず、接近する船舶を早期に見付け、接近する

船舶がいたならば、船外機等を操作できるように準備しておき、

接近する他船に対して適切な注意喚起を行い、なお他船が接近す

る場合には移動するなど、衝突を避けるための措置を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船 

Ｂ船 

横須賀市 

神奈川県 

横浜市 

事故発生場所 

（令和４年１１月１１日 

０９時００分ごろ発生） 

神奈川県 

※船長Ｂの口述による

Ａ船の航行経路 


